
令
和
元
年
五
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

六

四

号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
一
六
四
号

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
三
浦
半
島
に
お
け
る
イ
ノ
シ
シ
被
害
防
除
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
三
浦
半
島
に
お
け
る
イ
ノ
シ
シ
被
害
防
除
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
弾
力
的
な
運
用
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付

金
に
お
い
て
は
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法

律
第
百
三
十
四
号
。
以
下
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
設
置
し
た
鳥

獣
被
害
対
策
実
施
隊
の
活
動
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
、
そ
の
二
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
鳥
獣

被
害
対
策
実
施
隊
の
規
模
や
取
組
内
容
に
応
じ
た
一
定
の
限
度
額
ま
で
は
定
額
で
補
助
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
の
活
動
実
態
に
即
し
た
必
要
な
支
援
を
行
え
る
制
度
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

環
境
省
の
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
は
、
都
道
府
県
が
中
心
と
な
っ
て
、
集
中
的
か
つ
広
域
的
に
鳥
獣
の
保
護
及
び
管

理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
鳥
獣

で
あ
る
イ
ノ
シ
シ
及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
生
息
数
の
減
少
や
生
息
域
の
縮
小
等
を
図
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
農
林
水
産
省

の
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
支
援
対
策
は
、
市
町
村
が
中
心
と
な
っ
て
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
へ
の
被
害
の
防
止
を
図

一



る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
両
事
業
は
そ
の
目
的
及
び
主
た
る
実
施
主
体
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
事
業
を
実
施

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
が
同
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
関
す
る
実
施

計
画
を
策
定
す
る
際
又
は
市
町
村
が
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
害
防
止
計
画
を
策
定
す
る
際
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
協
議
を
行
っ
て
各
計
画
の
整
合
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
関
係
機
関
が
効
率
的
な
役
割
分
担
の
下

で
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
神
奈
川
県
三
浦
半
島
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
度
に
、
神
奈
川
県
、
葉
山
町
を
含
む
関
係
市
町
及

び
地
域
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
を
経
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
神
奈
川
県
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
実
施
計
画
及
び
葉
山
町
鳥
獣

被
害
防
止
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
県
が
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
事
業
開
始
前
の
試
験
的
な
捕
獲
の
実
施
前
後
や
、
事
業
発
注
準
備
時
、
事
業
発
注
後
の
各
段
階
に
お
い
て
、
葉
山

町
、
葉
山
町
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
等
の
関
係
者
と
打
合
せ
を
行
い
、
イ
ノ
シ
シ
の
効
果
的
、
効
率
的
な
捕
獲
に
向
け
た
関

係
者
と
の
調
整
を
実
施
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
行
の
制
度
に
お
い
て
も
、
関
係
者
間
の
必
要
な
連

携
が
図
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

二


